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人
工
妊
娠
中
絶
の
費
用
へ
の
公
費
支
援
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

二
〇
二
四
年
五
月
十
七
日
の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
費
用
の
公
費
支
援
を
求
め
た
と
こ

ろ
、
工
藤
彰
三
内
閣
府
副
大
臣
か
ら
は
「
個
人
の
倫
理
観
や
家
庭
観
等
、
様
々
な
課
題
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
国
民
的
な
合

意
形
成
が
必
要
な
課
題
だ
と
認
識
し
て
お
り
、
現
時
点
で
は
、
一
律
の
公
費
支
援
を
行
う
こ
と
や
、
費
用
の
傾
向
を
把
握
す
る

こ
と
は
考
え
て
い
な
い
」
旨
の
答
弁
が
あ
っ
た
。 

 

こ
れ
を
踏
ま
え
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

工
藤
彰
三
内
閣
府
副
大
臣
の
答
弁
で
は
、
「
国
民
的
な
合
意
形
成
が
必
要
な
課
題
だ
と
認
識
し
て
お
り
」
と
す
る
が
、
こ

れ
は
政
府
の
い
か
な
る
調
査
に
も
と
づ
い
た
認
識
な
の
か
、
そ
の
根
拠
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

 
 

ま
た
、
今
後
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
国
民
的
な
合
意
形
成
」
を
確
認
し
て
い
く
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

工
藤
彰
三
内
閣
府
副
大
臣
の
答
弁
で
は
、
「
個
人
の
倫
理
観
や
家
庭
観
等
、
様
々
な
課
題
も
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
こ

こ
で
の
「
個
人
の
倫
理
観
」
お
よ
び
「
家
庭
観
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
「
倫
理
観
」
「
家
庭
観
」
を
意
味
す
る
の

か
、
説
明
さ
れ
た
い
。 

三 

岸
田
首
相
も
参
加
し
た
Ｇ
７
広
島
サ
ミ
ッ
ト
で
発
表
さ
れ
た
首
脳
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
は
、
「
我
々
は
、
安
全
で
合
法
な
中
絶
と



 

２ 

 

中
絶
後
の
ケ
ア
へ
の
ア
ク
セ
ス
へ
の
対
応
に
よ
る
も
の
を
含
む
、
全
て
の
人
の
包
括
的
な
Ｓ
Ｒ
Ｈ
Ｒ
を
達
成
す
る
こ
と
へ
の

完
全
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
再
確
認
す
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
伺
う
が
、
政
府
が
こ
の
首
脳
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
を
合
意
し
、

発
表
す
る
上
で
は
、
工
藤
彰
三
内
閣
府
副
大
臣
が
述
べ
た
「
個
人
の
倫
理
観
や
家
庭
観
等
、
様
々
な
課
題
」
は
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
か
。 

四 

三
で
引
用
し
た
Ｇ
７
広
島
サ
ミ
ッ
ト
で
の
首
脳
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
の
同
記
述
内
容
と
、
工
藤
彰
三
内
閣
府
副
大
臣
が
「
個
人
の

倫
理
観
や
家
庭
観
等
、
様
々
な
課
題
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
国
民
的
な
合
意
形
成
が
必
要
な
課
題
だ
と
認
識
し
て
お
り
、

現
時
点
で
は
、
一
律
の
公
費
支
援
を
行
う
こ
と
や
、
費
用
の
傾
向
を
把
握
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
」
と
述
べ
た
答
弁

は
、
整
合
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
仮
に
整
合
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
根
拠
を
説
明
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


